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議案第３２２号 

金沢市都市計画土地区画整理事業の変更（金沢市決定） 
 
都市計画 金沢市副都心北部大友土地区画整理事業を次のように変更する。 

上段朱書きは変更前 

名  称 〃 
金 沢 市 副 都 心 北 部 大 友 土 地 区 画 整 理 事 業 

面  積 約１０．９ｈａ 
約１０．７ｈａ 

公 

共 

施 

設 

の 

配 

置 

道  路 

種  別 名  称 

これらについては、別に都市計画におい

て定めるとおりとする。 

〃 
自 専 道 

〃 
1･2･ 1 号森本松任線 

〃 
幹線街路 

〃 
3･3･ 3 号福久福増線 

〃 
〃 

〃 
3･4･58 号戸水直江線 

〃 
上記都市計画道路を骨格として、土地利用及び動線計画を勘案の上、幅員６～

９ｍの区画道路を配置する。 

公園及び

緑地 

種  別 名  称 
これらについては、別に都市計画におい

て定めるとおりとする。 〃 
緑 地 

〃 
2 号西部緑道 

〃 
公園及び緑地は、施行区域面積の３％以上を確保し、適正に配置する。 

その他の

公共施設 
〃 

宅地の利用計画、街路計画に合わせて水路整備を図る。 

宅地の整備 

〃 
都市計画道路を中心として、土地利用計画に基づき区画道路を適正に配置す

る。都市計画道路戸水直江線沿いの街区短辺を 40ｍとし、その他街区は長辺

100m～120m、短辺を 30m～40m を標準とする。 
隣接する施行中の土地区画整理事業との整合を図りつつ、都市計画道路を中

心に良好な住宅地と一部工業地を配置する。 
「施行区域は計画図表示のとおり」 
理由 
金沢市副都心北部大友土地区画整理事業は、都市計画道路及び都市計画緑地等の公共施設を整

備するとともに、適正な土地利用の誘導と良好な市街地の形成を図るため、約１０．９ha の区域

を土地区画整理事業の施行区域として都市計画決定したものである。 
 今回、都市計画決定区域の増加箇所としては、施行地区内の住宅地区と南側に接する市道戸水

割出線との車両によるアクセス性を容易にするため、区画道路の配置形態の変更を行うものであ

り、これに伴って施行区域の変更を行うものである。 
 都市計画決定区域の減少箇所としては、交差点協議の結果、区画道路の取り付けが不要となっ

たため、整備影響の無くなった当初区域内の宅地を区域からはずすものと、現況の道路及び水路

をそのまま使用するものとしたことによる、施行区域の変更を行うものである。 
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金沢副都心北部大友土地区画整理事業

平成 19年 12 月 14 日 都市計画決定 

変更 A=10.9→10.7ha 



 - 4 -

土地区画整理事業の変更       議案第３２２号 

 

 

計 画 図 


